
太田市中小企業等就労環境促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高度な技術の伝承、就労環境の向上及び労使間の資質と

教養を高めるための事業の一部について助成するもので、その補助金の交付

について、太田市補助金等に関する規則(平成１７年太田市規則第７６号)に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付団体） 

第２条 補助金交付対象団体は、太田職業能力開発推進協議会及び市長が必要

と認める団体とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、当該年度における全体事業費の２分の１以内とし、予

算の範囲内で交付する。 

（交付対象経費） 

第４条 補助金は、第１条に掲げる事業運営上必要と認められる対象事業に充

てるものとし、対象経費は、報償費、旅費、需用費、役務費及び使用料とし、

他の用途へ使用してはならない。 

（帳簿等の備付け） 

第５条 補助事業の認定を受けて事業を行う者は、補助事業に係る収入及び支

出を明瞭にした帳簿を備え、当該収入及び支出について根拠となる書類を整

理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

（その他） 

第６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の太田市中小企業等就労環境促

進事業補助金交付要綱(平成１３年４月１日太田市制定)の規定によりなされ

た決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、第５条の規定は、

この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年３月３１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 


